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   午前10時00分 開議   

○議長（浅沼幸雄君） おはようございます。

これより本日の会議を開きます。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問 

○議長（浅沼幸雄君） これより本日の議事日

程に入ります。 

日程第１、一般質問を行います。 

順次質問を許します。10番多田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君） おはようございます、多

田勉でございます。通告に従い、一般質問を行

います。 

今回の質問は、大項目１点でございます。

遠野市の目指す森林づくりについて、一問一答

方式により質問をしてまいります。 

遠野市の目指す森林づくりは、市では今定

例会に「ふるさとの森を育み木と暮らすまち条

も り 
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例」を提案いたしております。市の面積の83

パーセントを占める森林は、遠野市の歴史、文

化を見守り、発展を支えてきたと私は強く自負

いたしております。現にその歴史の上に市民の

豊かな生活と希望という恩恵を受けてまいりま

した。 

このたび、条例提案に至りましたけれども、

厳しい現実から見ればもっと早く森づくりの重

要性を理解し、取り組んでいただきたいという

のが私の実感でございます。 

そこで、今回の「ふるさとの森を育み木と

暮らすまち条例」、この条例に市長はどのよう

なことを期待しているのかを、まず最初にお伺

いいたします 

○議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君） 多田勉議員の一般質問

にお答えを申し上げます。一問一答方式で森林

づくりに絞ってというそのような形での通告で

ありました。 

この「ふるさとの森を育み木と暮らすまち

条例」、これを今議会に提案をしているわけで

ございますけども、今質問の中でもっと早くと

いう話がありました。私も同じ気持ちでござい

ます。もっと早くこれをしっかりとした条例に

しながら、この循環型、川上から川下の仕組み

を遠野ならではという中におけるなんと申しま

すか、仕組みとしてしっかりしたものに持って

いきたいってことを常に考えておりましたけど

も、なかなかそこに行きつかなかったという部

分は、自分なりのもどかしさを感じながら今般

提案をしたということになるわけでございます。 

昨年の９月でありましたけども、木工団地

の関係者の方々あるいは森林関係の関係者の

方々、さまざま現地に赴きながらいろいろ意見

交換をいたしました。その経過を踏まえながら

作業チームを庁内に立ち上げまして、木工団地

の関係者あるいは営林署の遠野支所の所長さん

方にも入っていただきながら、いろんな多角的

な面から検討し、今般の条例制定になったとい

うことであります。 

この「ふるさとの森を育み木と暮らすまち

条例」いうところの立木を伐採する川上と住宅

を建築する川下とのこの一連の流れを市内でし

っかりと仕組みとして作りながら、遠野産材の

利用促進を目的としているというそのような内

容であります。条例の中では遠野産材の計画的

な利用および再生産を図るための森林整備の促

進、建築物へのこの遠野産材の利用、さらには

遠野産材等のブランド化などを謳いこみながら、

川上から川下まで一貫して木材利用を推進して

いくという内容に持ち込んでいるところであり

ます。 

これちょっと具体的に申し上げますと、条

例とともに令和３年度当初予算、これから審査

いただくわけでございますけども、当初予算の

中には林業関係に10の事業をいうなれば、ここ

の中に位置付けているところであります。それ

ぞれの川上から川下という中で予算額といたし

ましては。約9,000万円ほどでありますけども、

そういう予算を計上しているところであります。 

森林整備に対して補助することにより、再

造林を促し将来世代に林業を産業として残して

いくということが目的としているわけでござい

まして、森林づくり支援事業や私有林の森林資

源量をしっかり把握する、間伐等の森林整備を

進めていくための森林資源のしっかりとした航

空計測事業、さらには遠野産材を使用した建物

に対して支援する木づかい事業、そのような事

業を川上から川下までしっかりと位置付けなが

ら、やっぱり遠野としての一つの森林産業振興、

いうなれば、これ産業振興になるわけでござい

ますけども、そのようなものに持ち込みたいと

いうように考えて今般の条例提案につながった

ということでございますので御了承願います。 

○議長（浅沼幸雄君） 10番多田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君） ただいまの市長の答弁で

はですね、条例では遠野産材の計画的な利用と、

再生産を図るための森林整備促進あるいは建築

物等への遠野産材の利用、遠野産材等のブラン

ド化などによって木材利用を強力に推し進めて
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いくということでありますけれども、市内の伐

採、需要規模から見ると量的には期待は私は薄

いというふうに感じております。以前には、こ

れは林業とはかけ離れますけれども、畜産部門

では以前に購買者との懇談会をしながら、遠野

牛の生産と知名度の向上に資してきたというふ

うな経緯があります。 

同僚議員の初日の一般質問にもございまし

たけれども、ただいまの市長の答弁にも川上、

川下という、それを市内でもって確立してくと

いうふうな内容だったというふうに私は理解を

してますが、林業は現状から見るとあくまでも

遠野は川上であり、川下はそれを活用する消費

地として位置付けるというのが私の基本の考え

であります。遠野産材のブランド化を目指すの

であれば、住宅産業など消費者側との私はネッ

トワーク構築が大事であると。実際に実行に移

して着実に成果を上げられるような行動をここ

でしていく、まさにその適期にあるんじゃない

かというふうな捉え方をしておりますが、その

ことについてただいまの市長の答弁を捉えての

話でありますけれども、そのようなことについ

ては市長はどのように今御理解しているのか伺

いたいと思います。 

○議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君） この川上から川下、さ

らには循環型ということになるわけでございま

して、ただいま多田議員のほうからそれぞれの

考え方、この豊富な資源をどのように遠野とし

ての仕組みに持っていくのかってことになれば、

繰り返しになりますけども、この遠野という一

つの中に木工団地というプロジェクトが展開さ

れているわけでございますから、そこをしっか

りと位置付けながら、まさに総合的な力の中で

この森林資源、これは森林資源といってもこれ

はもう50年、100年というあるいは30年、50年

というそのスパンの中で考えていかなきゃなら

ない一つの大きな課題でございますので、この

森林資源をいかに守りそしてまたそれを次の世

代にどうつないでいくかってことになれば、い

うところの消費というものにもつなげながら、

伐期が来たものについては、しっかりとその時

期において用材に持っていくというようなその

ような、あるいは除間伐を進めることによって、

それを再生可能エネルギーに持っていくとかと

いう、そのようなさまざまな切り口の中から大

きな産業振興につながるということになるので

はないのかなと思っておりますので、ただいま

の認識と私も同じような認識でございますので、

よろしくお願いを申し上げたいと思っておりま

す。 

○議長（浅沼幸雄君） 10番多田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君） 山を育て守るということ

は、１世代単位の歳月を要するということであ

ります。失敗は許されません。簡単にはやり直

しできないということがこの林業であります。

１年１作というわけにはいきません。 

そういったことから、しっかりと次の世代

の森としてふさわしい姿で引き継いでいかなけ

ればなりません。今ここで手を緩めることは、

将来の遠野市に悪い影響を及ぼすことは明白で

あります。 

そこで、現在の民有林の構成と現状をどの

ように捉え、そのことに対してどのように施業

計画を持って森づくりをしようとしているのか

をお伺いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君） 川上から川下という言

葉で申し上げているわけでございますけども、

その川上の資源の実態っていうものをしっかり

と把握しなければ、それこそ川上から川下の流

れがどこかで止まってしまうってことになるわ

けでございますので、今民有林の実態はどうな

っているだろうかと、それに対する事業はどの

ように展開されているだろうかという話があり

ましたので、この民有林の構成と実態でござい

ますので、この部分については具体的に産業部

長からお答えしますので御了解願います。 

○議長（浅沼幸雄君） 産業部長。 
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○産業部長（中村光一君） 命により、多田勉

議員の一般質問にお答えいたします。 

まず、民有林の構成とその現状についてと

いうことですけれども、森林法によって民有林

とは国有林以外の森林と定義されており、県有

林や市有林そして私有林などのことを指してお

ります。 

市内の民有林は人が植えた人工林と自然に

成長した天然林に分けられておりまして、その

うち人工林はスギが最も多く約1万ヘクタール、

これは26.9パーセント。そして次にアカマツが

約６千ヘクタール、これは16.1パーセント。そ

して次にカラマツが４千ヘクタール、これが10.

8パーセント。主にこの３つの樹種で構成され

ております。 

一般的に人工林で伐採が可能となる60年生

以上の森林は６千ヘクタールを超えておりまし

て、これは市内人工林の３割以上を占めており、

まさに市内の森林は利用期を迎えていると捉え

ております。 

この潤沢な木材資産を活用していくため、

条例の制定と事業の創設により川下の需要拡大

を図り、市内における木材の地産地消を行うこ

ととしております。 

いっぽう、林業は伐期を迎えるまでに60年

と長期間を要することから、伐採後の再造林を

行わない私有林が一定数あることも承知してお

ります。これらの再造林を進めていくため、令

和３年度から実施する「森林づくり支援事業」

により、支援を行っていくこととしております。 

以上答弁といたします。 

○議長（浅沼幸雄君） 10番多田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君） 人工林の伐採可能が60年

以上で、その面積が先ほどの答弁では６千ヘク

タール。市内人工林の３割以上を占めるという

ことでありますけれども、それがもう既に利用

期を迎えているということであります。年数の

経過は反面ですね、マイナスの面もあるという

ことも、私は認識していただきたい。早めの私

は利用計画を持って取り組んでいく必要がある

ということでありますが、今までの手法、いわ

ゆる60年を目的とした森林育成事業、それはあ

くまでも一般論でありまして、現実はそれに私

は沿うものでもないこともあるということであ

ります。 

今までの手法で進めていくとですね、年々

高齢級の比率が高くなっていくことを意味して

おります。高齢級になるということは病害虫や

被害木発生の確率が高くなるというふうなリス

クもあります。 

消費地はいわゆる遠野市の川上、川下であ

る消費地は高齢級のみを求めているものではな

い、利用する目的によって求める材が変わって

きます。そういったことに対しての認識をここ

で改めながら、適材適所に対応できる、私は木

材の生産、そういったものを考えていかなけれ

ば日本全国の林業に遅れをとる。この豊かな資

源をどのように活かしていくかということを、

早めに私はその計画を立てながら、そこに立っ

て進めるべきだというふうに私は考えておりま

す。 

そこで、遠野市では先駆けて「遠野住宅」

の販売などを発信するなど林業振興の大きな原

動力の役割を果たしてきておりますけれども、

昨今の取り巻く情勢の変化により経営に対する

意欲の低下が懸念されるところであります。 

このような中において、遠野市林業の明ら

かな変化と期待感をもった経営継続の意欲の向

上を促す施策と取り組みが求められております。 

課題と思われることは、需要を有利に押し

伸ばすためにはその素となる木材の流通と供給

の総合的体制の構築が必要であるというふうに

私は考えます。 

遠野市という知名度を活かした住宅産業と

の提携を支援するなど、今までの流れの中をも

う一度検証して、新たな形を導き出し、商戦い

わゆる戦略を変えて臨んでいく時期ではないか

というふうに捉えます。 

以前の私の一般質問の中で一次産業の販売、

その先導に立って旗振りをするのは市長の役割

だと、市長の答弁の中にありました。私はここ
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で、林業の分野にあっても市長はしっかりと旗

振り役を務めていただきたいというふうに願う

ものであります。 

遠野市の木材産業を市長、盛り上げてみま

せんか。このことに市長はどのようにお考えな

のかをお伺いいたします、 

○議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君） 遠野の木材産業をどの

ように考えているのかということでありました。 

先ほど１問目の質問の際にもお答え申し上

げました。今回「ふるさとの森を育み木と暮ら

すまち条例」という条例を制定するということ

で提案を申し上げているわけであります。これ

は繰り返しになりますけども、川上から川下と

いうそのような流れの中にしっかりとした仕組

みを作ろうという、そのような一つの考え方に

も基づいての条例ということで、単なる理念条

例ではない、具体的に展開をするということに

なるわけでございます。そのために森林環境譲

与税などを活用しながら、そこに財源を確保し

ながら具体的に、ただいまの御質問の中にあり

ましたとおり消費というところにしっかり結び

つかなければ、やっぱりこれは川上からいくら

流しても川下のほうに流れていかないってこと

になるわけでございますから、消費という部分

においては、やはりそれぞれの発想の転換、住

宅建築の話もありました。そのような中で、や

はりしっかりとしたこの需要といったものを確

保するというそういう流れに持っていかなけれ

ばならない。そのためには、いうところの内需

拡大ってことになってくるわけでございますの

で、この「ふるさとの森を育み木と暮らすまち

条例」というところに一つのキーワードがある

んじゃないのかなというように思っております

ので、行政の立場としての立場といたしまして

も、住宅建築のようなものを積極的に考慮しな

がら、いうところの川下にしっかり流れるよう

に。ただ、それを市内だけでの循環ではない、

やっぱりこの消費地という一つの流れの中にど

のように見ながら流していくのかってことにな

れば、発想の転換とやはり新たな着想に基づい

た、やはり一つの企画をしながら販路拡大って

ことにもっていかなきゃならないんじゃないの

かなというように思っているところでございま

すから、そのような流れをみんなの関係者の力

によりましてしっかりと作り、川上のまさに60

年スパンというところで申し上げたわけでござ

いますけども、それは一般論だって話がありま

した。まさにそのとおりだというように思って

おります。それぞれ伐期が来たものをどのよう

に用材として活用するかってことになれば、や

はりそれぞれの樹種によりましてですね、それ

ぞれがあるわけでございますから、用材はどの

ようなものとか、そのようなことを考えながら

しっかりその用途に応じて、あくまでも60年と

いうのは繰り返しますけども、一般論としての

考え方なわけでございます。森林というものは

そのようなスパンで物を考えていかなければな

らない。しかし一方においては、もっと30年と

かあるいは40年とか、あるいはカラマツのよう

に20年、30年で用材になるってことになるわけ

でございますので、そのようなことも踏まえな

がらやはり消費というものにしっかりと結びつ

くようなそのような一つの流れ、そのためには

繰り返しになりますけども、いろんな発想の転

換を図りながら販路拡大というところに持って

くる。そのためにはまず地元がしっかりその部

分についての仕組みを作らなければならないん

じゃないのかなというように思っているところ

でございますから、いろんなお話しがありまし

たけども、私もその考え方には同感でございま

すので、それを踏まえながら、この森林産業の

振興といったものにしっかりと向き合っていき

たいというように考えているところであります。 

○議長（浅沼幸雄君） 10番多田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君） やっぱりこれからの森づ

くりは、将来どのようなことにこの山を活かし

ていくかということも基本に据えながら私は取

り組んでいく必要があるだろうと。林業振興計

画とかいろいろあるわけですけれども、そうい
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った現在の航空写真等を活用しながら、今さま

ざまな数字データを整備している最中でありま

すから、ぜひそのような形で遠野市の森を活か

して全国に発信できるような姿を私は作ってい

ただきたいというふうに強く願うものでありま

す。 

参考までに、過去に宮守村当時に100年の森

と称して、スギ１本やりじゃなくて100年後の

世代が活用利用できるような森づくりとして欅

の山を整備した記憶がございます。そういった

将来の長い目で、もちろん樹種の選択も必要じ

ゃないかなというふうに私は思います。 

森林の有する機能、そういったものを十分

に考慮しながら、私は川上、川下の役割をしっ

かりと捉えていっていただきたいというふうに

思います。 

初日の同僚議員の一般質問に木質バイオマ

スもありました。私は木質バイオマスを否定す

るものではございません。今までの材の流通を

見ますと製材されて商品としての価値があって

も、その価値を見出だせないまま、いわゆる木

質バイオマスに流通されるというふうな部分が

あると。第一には市場による価値を高め、林業

経営の経済的向上に資する対応に私は誘導して

いく、遠野市としてそれに誘導していくという

ことも必要な一つの考えだというふうに私は思

います。全てがその時々の流れで決めつけるも

のではなくて、やはり価値を見出す、どこに価

値を見出すかというのも私は大事なことだとい

うふうに思いますので、ぜひその辺の考えもこ

れからの森づくりを据えながら考えていただき

たいというふうに思います。 

今後、木材需要の高まる時の供給体制、伐

期を迎えた山林の伐採などについて作業をする、

いわゆる林業従事者の人材の不足している現状、

このことがいわゆる除間伐の遅れや山林所有者

の収入減少、林業事業体の経営など様々な影響

が懸念されております。 

このことについて、市長はどのように認識

をしておられるのかお伺いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君） いうところの林業分野

だけじゃなくして、あらゆる分野、やっぱり人

材、人というものはどのように関わるのかって

ことが極めて大事な一つキーワードではないの

かなというように思っているところであります。 

そういった中で、この木材利用のこの高ま

りということの中で供給体制といったものの中

で人材不足、本当に大丈夫かというようなその

ような御質問であったように承りました。 

この人材不足というものについては、繰り

返しになりますけども、この分野だけじゃなく

てあるいは産業分野においてこのような問題が

取りざたされているってことであります。それ

にもしっかりと向き合わなければならない、そ

れをどのように育成していくかということも非

常に大事であります。特に山林については御質

問の中にありましたとおり、山林経営のほかに

山林の管理による治山治水ということもありま

す。水源涵養といったようなものをその中にも

目的としてあるわけでございまして、影響が非

常に多岐にわたる。したがって、この木材の流

通と直結する大きな課題ということをそのよう

な中で総合的に考えていかなければならないと

いうそのような一つの産業ではないのかなとい

うように思っております。 

流通ということを考えてみた場合に、しか

しもう一方においては、そのような一つの背景

もあると。だから「ふるさとの森を育み木と暮

らすまち条例」というそのような一つの条例の

位置付けもふるさとの森を育みっていう部分が、

今申し上げましたとおりこの治山治水であった

り、水源涵養であったりってことになるわけで

ございます。木と暮らすまちってことになれば

まさに消費ということになる、川下ってことに

なってくるわけでございますから、そこをうま

く流すためにはやはり人、人材っていうことに

なろうかと思っております。 

そこにつきまして、一つのこの市内の木材

流通については林業全体の一つの課題として捉

えておりまして、今回上程するその中にそれぞ
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れのこの人材といったようなものについて、し

っかりと位置付けていかなければならない。そ

れぞれの林業経営体のこの経営、さまざまな影

響を与えるわけでございますから、森林組合、

木工団地、森林所有者の方々。その方々との連

携を図りながら、２日目の一般質問で荒川議員

からもフォレストの人材育成の話がありました

けども、そのようなこともしっかりと踏まえな

がら、対応していかなければならない一つの課

題ではないのかなという認識をしているところ

でございます。 

○議長（浅沼幸雄君） 10番多田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君） 今般、条例を提案され、

制定されるということだろうというふうに思い

ますが、条例は制定して閉じておくのではなく

て、速やかにそれが現場に活かされなければ私

はだめだというふうに思います。それだけ条例

には重いものがあると私は常に意識して遠野市

の林業施策が期待通り成果を収めて、前進する

ことを私は願います。 

面積の83.1パーセントを占める遠野市は、

県有数の森林、林業地域であります。そのうち、

先ほど答弁にもありましたけれども、民有林57

パーセント、それから国有林が43パーセント、

その内、人工林、これは人工林率を申し上げま

すが、国有林が60.4パーセント、民有林58.3

パーセントである遠野市では、平成５年から平

成15年度まで、11年をかけて木工団地を整備し

てきたということであります。 

前の質問にもありましたけれども、平成17

年度には森林のくに遠野協同機構設立に至って

おります。 

遠野市の画期的構想の樹立で、林業振興の

先導的役割を果たす位置付けとして内外からの

関心を寄せられ着実にその成果を収めてまいり

ました。 

しかし、林業、木材産業を取り巻く情勢は

林業経営にとって厳しい試練を課しております。

近年は若干の改善の兆しが伺えるものの、未だ

に厳しい状況は続いているというふうに理解し

ております。 

初日の一般質問の答弁の中に、国有林に関

する質問もございました。国有林の占める割合

は面積、伐採も含め高いわけでありますけれど

も、私は民有林の経営強化、これを最重要課題

であるというふうに私は認識して捉えておりま

す。その実態をどのように捉えているのか。そ

して遠野市としてどのような支援をもって遠野

市が目指す森林づくりにつなげようとしている

のかを、市長の所管、所見をお伺いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君） 今般提案を申し上げて

いるこの「ふるさとの森を育み木と暮らすまち

条例」、繰り返し申し上げますけども、川上か

ら川下という循環型の中に持っていって、川上

の中における森林資源をどのようにきちんと進

行管理していくのか。また、次世代にどのよう

にそれをつないでいくのか。もう一方において

は繰り返し申し上げますが、消費っていうこと

になれば、その販路というかそれぞれの用材を

どのように利活用していくのか。その流れを作

っていくということで。単なる理念条例ではな

いというところにこの意義があるんではないの

かなと思っております。 

そういった中にございまして、今お話しが

ありましたとおり、この木工団地という全国に

冠たる一つの循環型産業の一つのプロジェクト

が展開されておるわけであります。この森林の

くに遠野協同機構、御質問の中にありました。

平成17年にこの協同機構は立ち上がっておりま

す。市と組合員のつなぎ役といたしまして、こ

れまでにも販売サポート、あるいは研修、林業

および製材や木工産業等の普及啓発といったよ

うなものを、この機構の中において展開をして

きておるわけであります。 

現在、組合員は団地内に10の組合員、団地

外に２、合計12の組合員でもって構成されてい

るというのが協同機構の中身であります。 

したがって、この活動内容を申し上げます

と、毎月の定例会開催による情報交換のほか、
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これは次世代にってことになるわけでございま

すが、小学生を対象とした木工教室などの開催

などを行っておりますし、さらには老朽化した

団地内の緑地帯の再整備なりあるいは木製遊具

等の試作なりあるいは産業まつりへの参加など、

この協同機構は積極的にこのようなものにも参

加をしながら、森林産業、林業振興といったも

のの啓発、そのようなこともこのソフト事業と

して展開をしているということであります。 

また、この昨今でございますけども、これ

は震災から10年ということに間もなくなるわけ

でございますけども、東日本大震災復興の一つ

の需要の高まりというものがあったわけでござ

いますけども、これが一段落をしたと、一つの

ステージが終わったということになりまして、

組合員のこの売り上げの一つの低迷というふう

に伝わってきております。団地内に入居してい

る組合の組合企業の売り上げの一つの低迷って

いうことになってきております。それは経営者

と従業員の高齢化などもその中に一つの時代の

流れとしてその中に出てきております。 

国内における全産業の共通する課題であり

ますけども、市といたしましてはこのような形

で何とか支援をしていかなければならないんじ

ゃないのかなと。それは先ほどの人材というと

ころにもつながってくるのではないのかなと思

っておりますので、こうした状況を踏まえなが

ら、平成30年度からは組合員の中からこれは非

常に私はいい動きじゃないのかなというように

思っているわけでございますけども、年齢が比

較的に若い30代、40代まさに60年スパンの中で

物を考えていくという部分があるんだけどもこ

れは一般論だと。しかしやっぱりこの60年も待

ってられない、そうなれば今の木工団地をさら

に活性化していかなければならないとなったと

きに、いうところの30代、40代の方が「森の再

生を考える会」という組織を立ち上げまして、

非常に活発な活動を展開しているところでござ

いますので、こういった動きに対してもしっか

りとして市の立場としても応援をしていかなけ

ればならないんじゃないのかなというように思

っておりますので、これが一つの人材というと

ころにもつながってくるのではないのかなと。

やはり当事者がしっかりとした目的意識を持ち

ながら、モチベーションをしっかり持ちながら、

そのような中でこの森林産業、林業振興、繰り

返しになりますけども、川上から川下の全体の

産業振興といったものを行うということがやは

り求められている。やっぱり人であるってこと

になろうかと思っておりますので、そのような

認識のもとにこのような関係者の方々ともしっ

かりと向き合って、それぞれの連携を図りなが

ら対応してまいりたいというように考えている

ところでございます。 

○議長（浅沼幸雄君） 10番多田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君） 今の答弁を聞いてますと、

前の同僚議員の質問に対する答弁とほぼ同じだ

なというような感を受けました。いわゆるその

先般も同僚議員の質問にお答えしておりました

けれども、木工団地、若い世代による森の再生

を考える会という、先ほども市長の答弁にあり

ました。私もこの考える会の活動に対しては、

力強く私は感じております。 

しっかりとですね、市もその若い世代によ

る会に期待をすることはもちろんあっていいと

思いますが、その会の日常の意見をやっぱり十

分に聞きながら、私は適切なその支援に私は市

は努めるべきだというふうに思います。あるか

らいいんじゃなくて、やっぱり若い人たちがそ

ういう積極的な行動にあるということは、私は

貴重な存在であると。よって、その方々はどの

ような御苦労をなさって頑張っているかという

ことも常々私は市として聞く立場にあるという

ふうに理解をしておりますので、ぜひそのこと

はですねお忘れなく日々取り組んでいただきた

いというふうに思います。 

林業は、植林から伐採まで多くの手がかか

っているわけです。植林、下刈り、除間伐、間

伐、そういったことから伐期を迎えると今度は

それを運ぶ事業主も別にいるわけでありますか

ら、林業に関わる市内の関係者はたくさんいる
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はずです。そういった方々のそれぞれの立場に

沿った、私は対策がここで求められているんじ

ゃないかなというふうに認識をしておりますの

で、ぜひ先ほどの条例、10項目あるというふう

な市長の答弁でありましたが、その10項目をさ

らに細分化しながら、それに今の市の現状をし

っかりとかみ合わせながら、私は遠野市の目指

す森林づくりにしっかりとつなげていただきた

いなというふうに思います。そのことによって

必ずこの条例の意味がしっかりと成果を結ぶだ

ろうというふうに思いますので、そこはお間違

いのないようにですね遠野の森に対しての意気

込みを持ち続けていただきたいというふうに思

います。 

市内民有林、市有林、いわゆる遠野市の持

つ市有林、県有林合わせた中の樹種別面積は、

その他広葉樹が15,663ヘクタール、次にスギが

10,037.43ヘクタール、次いでアカマツが5,992.

22ヘクタール、そしてカラマツが4,008ヘク

タールというふうな順序で遠野市の森林を構成

しております。その中で、コナラ61.82ヘク

タール、ほかのナラなどが50.87ヘクタールと

いうふうになっております。 

これら資源の中で注目したいのが、コナラ、

ナラ系統の面積であります。 

このことについては、私がこの場に立たせ

ていただいた初めての一般質問で質問した経緯

があります。初めてその時に市長の答弁をいた

だきました。もう１度初心に帰って質問させて

いただきますが、この先ほど申し上げましたコ

ナラ、ナラ等の面積を合わせて、この資源、こ

れは椎茸のほだ木、いわゆる原木に適する齢級

20年から35年生が44ヘクタールあるというふう

に言われております。その他広葉樹15,663ヘク

タールのうち20年から35年生が2,352ヘクター

ルというふうになっております。その中の15

パーセントがナラとして見込むと、353ヘク

タールに及ぶ、そういう数字であります。１ヘ

クタールあたり平均すると3,000本のほだ木が

原木が取れますけども、その計算でいくと遠野

市のほだ木の現存量は1,191,000本になります。

現在のほだ木の単価、平均で１本当たり約250

円になっておりますので、単純に計算すると、

原木、ほだ木だけで２億9,750万円の資源が遠

野市の山に眠っております。 

確かにこれが全てということではないです。

放射能の影響も受けている被害木もあります。

しかし、私はまだまだ遠野市の椎茸産業、重要

な位置を占めていると理解をしております。 

震災により生産活動が現在低迷しておりま

すけれども、ここで市として特用林産の有力品

目である原木椎茸と、さらにはわさびの振興に

力を注いで収益率の高い品目で産地化を確立し

ていくべきというふうに強い思いを抱いており

ますけれども、市長はこのことについてどのよ

うにお考えかお伺いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君） この森林産業、林業振

興ということについては、ただいまお話しあり

ましたとおり、いうところの特用林産としての

原木椎茸のその振興なども大きな林業振興の一

つの切り口ではないのかなと。 

コナラの一つのことの質問がありました。

これにつきましても私も今質問を聞きながら思

い出したわけでございますけども、コナラの一

つのなんと申しますか、育成をどのように持っ

ていくのか、やはりほだ木を確保することが極

めて大事だという中での御質問をいただきなが

らいろいろやり取りしたことをつい昨日のこと

のように思い出しているわけでございますけど

も、やはりこの部分につきましてもやはり大事

な取り組みの一つではないのかなというように

認識をいたしております。 

原木椎茸、これは椎茸とほだ木とのいうと

ころのしっかりとした対応がなければならない。

ほだ木として活用するコナラのそのような一つ

の何と申しますか、これは伐採時の立木もこれ

もまた一つの検査も必要であり、調査を綿密に

行いながら安全性の高い立木のみを活用すると

いう、そのようなこれはどうしても東日本大震

災の原発風評被害等もあるわけでございますの
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で、しっかりと対応しなければならないという

そのような内容で、今対応しているところでご

ざいますけども、この立木の検査を行うと基準

値を超えてしまうと、そのようなほだ木として

利用できないというそのような一つの対応があ

りました。したがって、この適正な、なんと申

しますか、コナラを必要数だけ確保するって部

分については、かなり苦労をしているってこと

も聞いているところであります。したがって、

この原木椎茸の振興のためのコナラ林と申しま

すかコナラ林を、これ本当に大事でございます。

これをしっかりと対応しなければならない。し

たがって、県と森林組合としっかり連携を図り

ながら、原木椎茸の生産者の方のほだ木需要に

きちんと応えられるようなそのような対応をし

ていかなければならないというように考えてい

るところでございますから、やはり原木、ほだ

木がなければ椎茸ができないわけでございます

ので、やはりこのコナラの育成といったものも

非常に大事な取り組みである、これも繰り返し

になりますけども、川上から川下ってことにな

れば、やはりそのような一つの体制もしっかり

整備していかなきゃならないんじゃないのかな

というように思っておりまして、令和元年から

でございますけども、原木椎茸の生産振興のた

めの一つの生産量確保のための、この国の補助

事業を活用しまして、ほだ木と種駒の購入助成

なども行っているところでございまして、この

原木椎茸がこれから植菌してから収穫までは２

年を要するってことになっておりますので、切

れ目のない支援を行って、この原木椎茸の振興

といったものは結果的にはそれは椎茸の消費っ

てことにつながることございます。その原木は

ほだ木ということになりまして森林資源という

ことにつながるわけでございますから、それを

お互い文字通り、繰り返しになりますけれども、

川上、川下の一つの仕組みになるわけでござい

ますので、しっかりとこの部分についても向き

合っていかなきゃならないかというように思っ

ているところでございますから、まさにコナラ

をどのようにという部分の中での御質問を頂い

たことを思い出しながら、この部分につきまし

てもしっかりとこの「ふるさとの森を育み木と

暮らすまち条例」の中におきまして、このよう

な部分も課題として捉えながら対応していきた

いと考えているところであります。 

なお、わさびの話も出ました。これも非常

に根わさび、これにつきましてもそれぞれのい

ろんな支援を行っているわけでございますけど

も、やはりこの新型コロナウイルス感染症の影

響がこの分野にも出てきておりますので、一つ

のこの生産者へのなんと申しますか、いろんな

労働力の問題も含めまして、これにつきまして

もさまざまな支援をやっぱり行っていかなけれ

ばならない、一つの課題としてあるんではない

のかなと承知しておるところでございますから、

よくいう切れ目のない対応をという部分につき

まして、このような原木椎茸部門、あるいはわ

さび部門等についても課題の一つとしてしっか

りと向き合いながら、それぞれの施策をタイミ

ングを失しないように打ち出しまいりたいとい

うように考えているところでございますので、

御了解いただければと思っております。 

○議長（浅沼幸雄君） 10番多田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君） いまだに放射能問題につ

いては変わりなしというのは、まことに残念で

ありますけれども、かつての椎茸産地遠野の復

活を私は期待をいたしております。 

このことで今まで経営してきた市民の収入

減少、そういったものをさらにもう一度復活で

きるというふうな期待もありますので、ぜひで

すねそういったところも念頭に入れながら考え

ていただきたい。そして、先ほど市長の答弁に

ありましたが、わさび、このわさび経営も市長

の答弁にあったとおりコロナにより大きな影響

を受けております。さらには先般の大雪、強風

その被害によって大きな被害を受けている。そ

れが、後継者、若手の後継者が営んでいる施設

が被害を受けたり、そういった状況に今ありま

す。そういったことでせっかく後継者としてや

ってらっしゃる市民、その若者が気落ちしない
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でさらに経営を継続できるような、私は広い視

野で遠野市の支援が必要じゃないかなというふ

うに思いますが、このことについてだけ市長の

思いを伺いたいと思います。 

○議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君） 森林産業ということに

１点に絞っての質問という中で一問一答方式の

中で、さまざま多田議員からの所見を伺いなが

ら、この振興をどのように持っていったのかっ

てことについての私の考えも延べながら対応し

てまいりました。 

こういった中におきまして、これからの遠

野のあるべき姿となれば、やはり今議会でもい

ろいろ議論されましたとおり産業振興、そして

そこにおける雇用の確保、少子・子育て環境と

いったものを一つの柱にしながら対応していか

なければならない。 

ただ、産業振興、雇用の確保となればまさ

にあらゆる分野がその中でしっかりと活性化を

図っていかなければならない。そこで一つの雇

用というものが生まれ、そこに定住っていうと

ころも一つの対応ができ、それが家族そしてさ

らなるこの出生数の増加ってことにもつながる

というような方程式がそこに見出すことができ

るんじゃないかなと思っておりますので、やは

り産業振興をしっかりという部分についての対

応を、まさにさまざまな関係者の皆さんのお力

をいただきながらとなれば、これも何度も申し

上げますけども、一次産業、二次産業、三次産

業というそのような一つの仕組みの中でという

ようになるわけでございますので、農業も畜産

業も林業もあるいは水産業もというそのような

中でのやはり取り組みの中で、まさに足腰の強

いってところに持っていかなければならない、

そのように思っておりますので、繰り返しにな

りますけども、理念条例ではない、まさに具体

的なプログラムをその中に組み込んだ一つの対

応をしていかなければならないとなるわけでご

ざいますから、やはり川上と川下というその流

れの中をどのようにってことになると、やっぱ

りそのような具体的なものの中から、やはり結

果としての数字を導き出さなければならない。

でなければ、いうところの空回りをしてしまう

ってことになるわけでございますので、ひとつ

これからもそういった部分についてのいろんな

分野におきます御指導をいただければというこ

とをお願いいたしまして、答弁とさせていただ

きます。 

○議長（浅沼幸雄君） 10番多田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君） しっかりと遠野市の林業

にはっきりとした年輪が刻まれていくことを期

待して、私の一般質問を終わります。 

 

○議長（浅沼幸雄君） これにて一般質問を終

了いたします。 

お諮りいたします。３月４日は委員会審査

のため休会いたしたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅沼幸雄君） 御異議なしと認めます。

よって３月４日は休会することに決しました。 

────────────────── 

   散  会 

○議長（浅沼幸雄君） 以上で本日の日程は全

部終了いたしました。本日はこれにて散会いた

します。御苦労さまでした。 

   午前11時00分 散会 
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